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指定管理者名

設置目的

指定管理者が
行う業務

県営住宅（中予地方局管内）
松山市、伊予市、東温市、砥部町
--

所在地

県所管課
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（１）施設の利用者数と利用料金収入（１）施設の利用者数と利用料金収入（１）施設の利用者数と利用料金収入（１）施設の利用者数と利用料金収入

電話
ＨＰ

愛媛県中予地方局管内の県営住宅（団地内にある集会室や駐車場等の共同施設を
含む。）

①入居者管理業務
   　入居募集、申込受付、入居順位決定（抽選）、入退居手続、各種届出受理、各種
申請書の受理及び審査、入居者指導等
②収納等管理業務
　　家賃徴収、敷金徴収、口座振替手続、収入申告受付、収入認定補助、家賃滞納督
促等
③施設管理業務
   　緊急修繕及び一般修繕、空家修繕（退去修繕）、計画修繕（別途指示するもの）、
保守点検（法定点検含む.）、日常点検等
④その他管理業務
     駐車場管理、自治会指導、相談及び苦情処理等

（指定管理者事務所）
営業時間（8：30～17：30）、水曜日は入居者の利便性のために8：30～18：30に延長
ただし、ヘルプデスクは24時間365日受付体制

土木部道路都市局建築住宅課

（設置年月日） --（昭和29年～）

平成28年３月３１日現在

施設名

県が健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額
所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、県民生活の安定と社会福祉の増
進に寄与することを目的として設置

施設の外観

( ４年間 )指定期間

施設の管理体制

愛媛県営住宅管理グループ
（㈱第一ビルサービス、新日本建設㈱）

平成25年4月1日

開館日・開館時間

４．指定管理業務に係る県の委託料（協定締結額）４．指定管理業務に係る県の委託料（協定締結額）４．指定管理業務に係る県の委託料（協定締結額）４．指定管理業務に係る県の委託料（協定締結額）

施設内容

平成29年3月31日

利用料金等

-

県委託料（千円）

５．施設の利用状況５．施設の利用状況５．施設の利用状況５．施設の利用状況

－ -

年度

26年度

-利用者数(人)
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-
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対前年度増減率が±５％以上の場合、その理由

利用料金収入(千円) －

25年度23年度

-

-

-

（利用料金収入）

（利用者数）

松山受付事務所
（(株）第一ビルサービス）

広島本社
（(株）第一ビルサービス） ヘルプデスク、公営住宅事業部、ＣＭ事業部

地域パートナー管理会社

新日本建設（株）
責任者1名 担当者2名

保全課
管理責任者1名 担当者２名

管理・収納課
管理責任者1名 担当者2名

統括管理責任者
（1名）

副責任者
【保全課管理責任者兼任】

（１名）

業務全般の事務担当
者



ア）サービス向上を図る主な取組み

（○は指定管理者制度導入以降、継続的な取組み、☆は新たな取組み、※は利用者からの要望による取組み）

イ）利用者からの声への２７年度の対応状況

６．サービスの質向上に向けた取組み６．サービスの質向上に向けた取組み６．サービスの質向上に向けた取組み６．サービスの質向上に向けた取組み

利用者からの評価や苦情・要望の主な内容 利用者からの苦情・要望への主な対応状況

①指定管理者で対応すべき、施設・設備等の修繕については、
引き続き巡視点検及び自治会長、管理人へのドアノックサービ
ス並びに管理人研修等により適時情報収集し、修繕に努めた
い。
②高齢者宅へ市町が実施する「緊急通報装置設置事業」の案
内をする。また、自治会、管理人、地区民生委員及び地域包括
支援センター職員と同行体制による独居高齢者への訪問を管
理人研修で依頼する。また、直接、入居者及びその親族から相
談があった場合は、地区民生委員及び地域包括支援センターと
連携を取り対応している。
③ペットについては、日頃より、団地への注意文書の掲示及び
配布並びに原因者へ戸別指導をしている。また、毎年、収入申
告書提出依頼時には、依頼文書に「ペット禁止のチラシ」を同封
している。騒音については、連絡があり次第原因者への戸別指
導をしたり、苦情者を含め三者で相談をしている。
④中予地方局へ見積書提出し検討を依頼中（吟松団地）
⑤肖像権及び個人情報保護法のこともあり、非常に慎重に対応
している。
⑥公営住宅法により、収入申告書の提出は入居者の義務となっ
ていることを丁寧に説明している。また、高齢者世帯については
親族等の対応の依頼のお願いをしている。
⑦溝辺団地で、一部LEDへ変更している。また、通路階段の箇
所で危険なところは、外灯の新設を行った。
⑧修繕が高額にて、中予地方局へ検討を依頼
⑨修繕が高額にて、中予地方局へ検討を依頼
⑩来店客や電話での対応について、日頃から都度指導を行った
り途中からの支援を心掛けている。
※アンケートの記入に際しては、苦情や問題点等に対し早期に
取り組み納得をいただけるよう、昨年と同様、指定管理者へ直
接電話をいただくことを依頼した文書を同封している。

①施設・設備等の経年劣化による修繕依頼
②高齢入居者に対する安全対策として、定期的な訪問を検討し
実施して欲しい。
③ペット及び騒音苦情
④複数団地（吟松・溝辺）から、集会所のトイレを洋式へ変更の要
望
⑤防犯カメラの設置の要望
⑥収入報告書の提出について、簡略化の要。
⑦複数団地から、敷地内外灯のLED化へ変更の要望
⑧溝辺団地（簡ニ住戸・昭和51年～54年建設）にて、雨漏りが複
数の棟及び部屋で発生しており棟全体の防水工事の要望
⑨簡ニ住戸の外壁爆裂を「かき落とし補修」でなく、危険なために
大規模修繕（補修と塗装）の要望
⑩職員によって、対応の良し悪しがある。

〇独居高齢者宅へ市町が実施する「緊急通報装置設置事業」の
案内を実施
○団地巡回。（ドアノックサービス　480件）
○管内入居者全員に対するアンケートの実施（配布日：平成27年
6月12日　配布戸数：3,408戸　うち回収件数　1,304戸、回収率
38.3％）
○立ち寄り巡回サービスの実施。（事務所から遠方の、伊予市、
旧北条市の県営住宅の集会所等へ社員が赴き利用した申請
書、施設修繕、駐車場等の要望などの受付）伊予、中須賀各団
地1回実施
○ヘルプデスクによる窓口営業時間外の対応（127件　うち平日
時間外対応　49件、土日祝日対応　78件）
○年度当初に、管理人研修を実施（砥部団地他12団地）
○家賃の納付指導（2,199件　うち訪問　601件、電話　1,598件）
○入居者等からの苦情処理（68件　うち対応済　67件、対応中　1
件）
○特定入居による住替えの取扱いを具体化し、積極的に取組み
（実績　1件）
☆入居資格を有する方へ入居前部屋内覧
☆家賃の口座引落し推進のため、年度当初の家賃帳配布時に
「口座振替納付届」を同封し配布
☆ペット飼育禁止チラシを、収入申告書提出依頼文書へ同封し
全戸配布
☆事故部屋については、入居資格を審査する前に内覧
☆来店し入居資格審査の結果、入居資格を有する方のうち部屋
の内覧希望がある方を案内部屋へ送迎（身障者、ご高齢者、車
等の交通手段がない方）
☆毎年、補欠入居者定期募集受付件数が減少をしていることか
ら、指定管理事務所入口に募集中のポスターを掲示した。

平成２８年度の内容（予定含む）
〇独居高齢者宅へ市町が実施する「緊急通報装置設置事業」
の案内を実施
○団地巡回。（ドアノックサービス）
○管内入居者全員に対するアンケートの実施
○立ち寄り巡回サービスの実施。（事務所から遠方の、伊予市、
旧北条市の県営住宅の集会所等へ社員が赴き利用した申請
書、施設修繕、駐車場等の要望などの受付）
○ヘルプデスクによる窓口営業時間外の対応
○年度当初に、管理人研修を実施
○家賃の納付指導
○訪問、来店等による家賃の現金収納
○入居者等からの苦情処理
○特定入居による住替えの取扱を具体化し、積極的に取組み
○家賃の口座引落し推進のため、年度当初の家賃帳配布時に
「口座振替納付届」を同封し配布及び入居説明時に推進
○ペット飼育禁止チラシを、収入申告書提出依頼文書へ同封し
全戸配布
○来店し入居資格審査の結果、入居資格を有する方のうち部屋
の内覧希望がある方を案内部屋へ送迎。（身障者、ご高齢者、
車等の交通手段がない方）また、事故部屋については、入居資
格を審査する前に内覧
○補欠入居者定期募集受付期間中に、指定管理事務所入口に
募集中のポスターを掲示

平成２７年度の内容



家賃収納率が向上したことは十分評価の対象となる。今後も積極的な家賃収納対策の実施により収納率の向上を図るとともに、入居者ニーズ
の把握によるサービス向上や業務の効率化に努めてもらいたい。

８．指定管理者制度の導入による効果と課題の検証８．指定管理者制度の導入による効果と課題の検証８．指定管理者制度の導入による効果と課題の検証８．指定管理者制度の導入による効果と課題の検証

７．２７年度実績に係る施設の利用状況及びサービスの質向上に向けた取組みに関する確認・検証７．２７年度実績に係る施設の利用状況及びサービスの質向上に向けた取組みに関する確認・検証７．２７年度実績に係る施設の利用状況及びサービスの質向上に向けた取組みに関する確認・検証７．２７年度実績に係る施設の利用状況及びサービスの質向上に向けた取組みに関する確認・検証
指定管理者の自己検証 県の施設所管課の確認・検証意見

①中予地方局管内の県営住宅における現年度の家賃収納率（収納額
／調定額）は、平成21年度が97.6％であったのに対して、指定管理者
制度を導入した平成22年度98.3％、平成23年度98.4％、平成24年度
98.7％、平成25年度98.8％、平成26年度98.9％、平成27年度99.0％と上
昇しており、指定管理者制度導入の成果として評価できる。引き続き収
納率の向上に努めてもらいたい。
②今後とも自己研鑽を繰り返し、民間事業者ならではの機動性等を活
用した行政サービスの向上に努めてもらいたい。
③入居者の利便性向上やニーズの把握のため、入居者からの生の声
を積極的に汲み上げる体制を確立し、実施していることは評価できる。
④緊急時の対応について、県直営時代は、夜間、休日には、局庁舎の
警備員等からの連絡により、職員が対応をしていたが、指定管理者制
度導入後は、ヘルプデスクから直接管理会社に出動手配し、統括管理
責任者に連絡がされるため、従来よりも迅速な対応が可能となった。
⑤緊急時の対応について、県直営時代は、夜間、休日には、局庁舎の
警備員等からの連絡により、職員が対応していたが、指定管理者制度
導入後は、ヘルプデスクから直接管理者に出動手配し、統括管理責任
者に連絡がされるため、従来よりも迅速な対応が可能となった。

①家賃の収納率を向上させるため、滞納者へ、営業時間以降の夜間訪
問　（20時まで）し納付指導を実施。また、仕事等をしていて夜間訪問し
ても面談ができない滞納者は、昼間に携帯電話へ電話し納付指導をし
た。
②社員を対象として、個人情報保護研修をはじめとしてクレーム対応、コ
ンプライアンス等の各種研修・勉強会を定期的に実施し、社員の資質向
上を図ることにより、住民サービスの向上、適切な業務水準の確保と日
頃から都度指導・途中支援等をして入居者様満足度ＵＰに努めた。
③入居者様全員を対象としたアンケートを実施した結果、電話及び窓口
対応の項目において、「良い」「普通」の評価が毎年増加しており入居者
から一定の評価を得ている。また、自宅訪問対応については、前年比0.1
ポイント減少したため、引き続き社員及び修繕業者の再教育をする。
④入居者と管理者の間で情報提供等が円滑に行われることを目的に、
管内全団地の管理人を対象とした研修会を引き続き実施した。
⑤ヘルプデスクによる、窓口営業時間以外の夜間・休日において24時間
体制による対応を引き続き実施した。
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